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水道経営の
コスモポリタン改革

PFI やコンセッション、第三者委託、広域化など、水道事業を継続し、サービスを向上させるための制
度が次々と打ち出されていますが、いずれも出足は鈍く、自治体が何を選択すべきか迷っているように
も感じられます。そんな今だからこそ、水道事業の原点に立ち返ることで、見えてくるものがあるので
はないでしょうか。水道事業に長く深くかかわってこられたトキワ松学園の真柄泰基理事長に、水道事
業が進むべき道程について伺いました。

真柄 泰基氏トキワ松学園理事長

Special Interview

テーマ1　人的資源確保 
海外で人を育てる
― いくつかキーワードが出ましたので、それ

ぞれについて掘り下げて伺います。まずは人的資

源の確保について、この問題にどう取り組めば良

いのでしょうか。

日本水道協会が運営している水道施設管理技

士制度には、国籍条項が入っていません。いず

れ日本人だけで運営できない時代が来る、そう

考えてわざと条項を入れなかったのです。すで

に看護師は外国人依存ですし、自動車工場でも

多くの外国人が働いています。水道でもパイプ

の工事現場では外国人を見かけますが、浄水場

の維持管理、検針や料金徴収はそこまでいって

いません。

― 水ビジネスを輸出産業にしようという動き

がありますが、逆に海外の人的資源を輸入するこ

とも考えなければならないのですか。

海外で水ビジネスをすると同時に、そこで人

を育て、日本の水道をやってもらうというくら

いコスモポリタンな経営が求められます。昨年

バンコクで洪水が起きた時、現地の工場で働く

人を日本の工場に一時配置換えしたメーカーが

ありました。これなどは象徴的です。

海外市場に資本投下し、そのリターンを回収

することだけを考えるのではなく、国境を越え

て技術者を動かさないと経営が成り立たなくな

るということを念頭に置いてマネジメントして

いくべきでしょう。

テーマ2　第三者委託 
真のメリットは地方消費税

― 次に包括的民間委託、第三者委託について

伺います。なかなか案件数が増えないのですが、

どこに課題があるとお考えですか。

意地悪な質問をしてみましょう。第三者委

託は自治体にとって何がプラスになると思いま

すか。

― 効率化ではないでしょうか。

皆さんそうおっしゃいますが、違います。首

長に対する一番のセールストークは、地方消費

税が一般会計に入るということです。消費税5％

のうちの1％、これから消費税が上がるとすれば

もっと多くの地方消費税が得られます。そう言っ

原点は独立採算
― まずは水道事業の原点とは何か、これから

の水道事業がどうあるべきかについて、先生の考

えをお聞かせください。

水道事業の原点は資本投資も日常経費も料

金で賄うこと、これが世界標準です。日本では

水源開発に補助が入りますが、基本的には独立

採算で運営されています。これに対し下水道事

業の補助率は50％、地方交付金なども含めると

ざっと75％が税金で賄われています。

今のところ地方自治体あるいは水道事業体が

施設を使ってサービスを行っていますが、住民

から運営を任されているだけです。水道事業は

必ず地方自治体が行わなければならないもので

はありません。非常にビジネスに近いのです。

だからこそ、かつてイギリスがサッチャー政権時

代に水道事業を民営化したわけです。

しかし、日本での民営化には一考が必要です。

なぜなら、日本には1,000近い水道事業体があ

り、水道料金やサービスには1,000の差異があ

るからです。これでは手間がかかりすぎて、ビ

ジネスとしての魅力に欠けます。コンビニやユ

ニクロなどの手法を見ても分かるように、ある

程度の数をまとめてパターン化しないと商売に

なりません。つまり、民営化の前段として広域

化が必要ということです。

民営化ではありませんが、民間活用の一つと

してPFIの可能性はあります。地方自治体も国

も巨額の負債を抱えて投資が難しくなっていま

すから、民間からの資金調達は避けられません。

そのためには民間にとって魅力ある案件を創出

しなければなりませんが、それができているかど

うかには疑問が残ります。

一方、包括的民間委託については、地方自治

体あるいは水道事業体の職員や技術者が減って

くるので、民間が人的資源を肩代わりするとい

う意味合いで今以上に普及すると思います。し

かし、それで技術者不足の問題が完全に解決で

きるわけではありません。民間においても、いか

にして将来的に人的資源を確保していくかを考

えていかなければなりません。

Magara Yasumoto　 ま が ら や す も と
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て民間が売り込まないからだめなんです。

― 所得税や法人税も増えます。

そこまでは誰でも考え付きますが、地方消費

税まで思いが及ばない。アベノミクスで民間の

成長が一つの目標に掲げられていますが、それ

は自治体にとっては税収が上がるということで

す。税の構造を考えるべきです。

首長がアクセントのある施策を行おうとすれ

ば、ひも付きではなく、自由に使える資金が欲

しいわけです。それをどう増やすかが地方財政

であり、第三者委託でキャッシュフローのプラス

が生まれることを伝えれば良いんですよ。

― 効率化はコストを下げるというマイナスの

話で、それも重要ですが、プラスになりますよ、

儲かりますよという話の方が楽しいですね。

マイナスの話ばかりしていると、デフレスパイ

ラルに陥ります。第三者委託なり民営化なり民

間活用によって一般会計が増えるとしたら、そ

れで何をするかを考えれば良い。水道事業にか

かっていた費用を減らせる、職員も減らせる、

その人を別部局に配置換えしたり研修に出した

りすれば人的資源を増やすこともできる、それ

がひいては住民にサービスとして還元できる。

そういう風にポジティブに考えないとだめです。

― とかく水道事業のメリットだけを考えがち

ですが、町にとってどうか、と大きく考えるべき

ということでしょうか。

そうです。水道が成功すれば下水道でもでき

るし、病院もできます。コストや赤字を減らす

ことだけを考えていたら、みんなシュリンクして

しまいますよ。

― 第三者委託を進める上で、自治体は何に取

り組むべきでしょうか。

自治体あるいは水道事業体は、水道料金を触

りたくありません。しかし、民間委託なり民間

活用した時に隠していた赤字が見えてしまい、

料金に手を付けざるを得なくなる。広域化の際

も、相対的に安い地域で値上げが必要になるこ

とがあります。それで尻込みします。

いずれにしても、水道事業の現状を理解し、

値上げを受け入れられるくらい地域の人が賢く

なれるかどうかが重要です。私のこれまでの経

験では、住民は知れば知るほど、今までのやり

方を変えることに賛成するようになります。東

京都では23区と多摩市の水道を一つにし、約

40年をかけて料金を統一しました。やろうと思

えばできます。焦りすぎないことです。そして、

ある意味で開き直って赤字も見せ、料金値上

げを断行できる人に首長になってほしいと思い

ます。

テーマ3　水道ビジネス 
リスクマネジメントを売る

― 最後に水道事業のビジネスとしての成熟度

をどのように評価されますか。

例えば東京都水道局は多摩市の水道事業を買

収し、年商3,000億円ほどの巨大企業になりま

した。経団連の理事クラスにもなれる規模です。

地方都市で言えば、商工会議所の副会長クラス

でしょうか。それくらいスケールの大きいビジ

ネスであるという意識を持って水道事業に臨ん

でほしいのですが、それが足りません。

法律上は料金を払わない家の水道を止めても

良いことになっていますが、自治体には住民と

の間にさまざまなしがらみがあるので止めるこ

とができません。これもビジネスとしてはおか

しなところです。しがらみを持たない民間なら、

止めることができるでしょう。

自治体にしても民間にしても、水を止めるこ

ともあり得る、それくらいの覚悟を持つべきです。

中途半端な気持ちでいると、必ず水道事業は破

たんします。

― 自治体にそこまでの覚悟は見られますか。

見られる所もあるし、見られない所もあります。

水道施設の耐震化には4分の1の国庫補助を付

けて重点的に進めようとしていますが、何もせ

ずに放っておいて自然災害で壊れたら原型復旧

のための費用は全額国が補助してくれます。で

すから、壊れたって治せばいい、と考える人がまっ

たくいなくなったわけではないのです。それはフェ

アなサービス業ではありません。

― そういった地域でこそPFIが有効だと思い

ますが、こちらも第三者委託と同様、案件数が伸

び悩んでいます。

課題は第三者委託と同じで、民間の商売が下

手だからです。水道事業が売っているのは、水

ではなく、リスクマネジメントです。自治体の

代わりにリスクマネジメントをやりますから、そ

れに対するリターンを下さい、という売り方を

しないとだめなんです。

― 売り下手なのでしょうか、リスクマネジメ

ントを売る能力が無いのでしょうか。

日本の企業にも能力はあると思いますが、今

の会社規模では小さいので1社では難しいでしょ

う。SPCを組成するか、規模を大きくしなけれ

ばなりません。

昨年12月にカンボジアのプノンペンに行った

際、日系大手スーパーのショッピングモールの建

設現場を見て驚きました。フェンス一面に、同

社がカンボジア各地に建てた小学校のことが紹

介されていたのです。カンボジアの人には、同

社は流通業者としてではなく、田舎に小学校を

作ってくれる会社として知られています。これ

くらいのことを水道事業でもやらなくちゃいけ

ません。

― 今後について一言お願いします。

最近、孫にこんな話をします。「お前たちには

すでに優良な資産がたくさんある。今後は好み

のものを選び、不要なものは捨てればいい。そ

の捨て方を学びなさい」と。

その答えは、走りながら考えるしかありません。

今はそれを怠って、石橋をたたいても渡らなく

なっています。とにかく走らなきゃだめですよ。

― ありがとうございました。

水道経営の
コスモポリタン改革

Special Interview
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東日本大震災から2年が経過しようとしています。ようやく下水道機能の一部は復旧し、
本格的な復興が始まろうとしています。この間、技術かつハード面から災害に強い下水道
システムのあり方は多く論じられてきました。本特集では、人や組織といったソフト的な
切り口からこの問題を見てみたいと思います。

東日本大震災から2年

下水道機能を取り戻すために
（前編）

Feature  Ar t ic le

特集

たまたま自作したBCPの奇跡

「たまたま良かった」。仙台市建設局次長の渋

谷昭三氏は、幾度となくこの言葉を繰り返しま

す。思いがけず偶然が2回重なることはありま

すが、3回以上重なれば偶然とは呼ばないのか

もしれません。同市下水道においては、奇跡的

に折り重なったこの “たまたま”が迅速な復旧の

一助となったようです。

震災の1年前の平成22年、処理場と管路の

建設、管理を総括する仙台市建設局下水道事業

部は、BCPの作成に着手しました。さらにその

1年前に国土交通省下水道部が「下水道BCP策

定マニュアル（地震編）～第1版～」を公表して

いたこともあり、関連団体からBCP策定の共同

研究を持ちかけられたようですが、それを断っ

て自前で作成することにしました。この決断を

下した渋谷氏は、こう振り返ります。

「300超という膨大な数の施設のことは自分

たちが一番分かっているという自負もありまし

たし、仙台市の下水道は歴史が長く、蓄積され

た知識を活用すれば自分たちでできると思いま

した。それに資料をそろえるだけでも手間がか

かるのであれば、BCPまで作ってしまっても手

間は同じようなものだろうと考えたんです」（以

下、括弧書きはすべて渋谷氏）

この判断がその後、もっとも混乱する発災後

の初動期において重要な役割を果たすことになっ

たのです。

「汚水を市内にあふれさせてはならない」。仙

台市の約７割の汚水を処理する南蒲生浄化セン

ターが津波に襲われ、管路も甚大な被害を受け

ていることが予想されながら、その被害状況す

ら十分に把握できない中、下水道部門の職員の

脳裏には真っ先にこのことが思い浮かんでいま

した。そのためには、緊急放流ゲートを開放し

て処理場に集まる汚水を海に放流するしかあり

ません。しかし、津波により電源が失われてい

たため、自動でゲートを開放することができな

い状況でした。

その時、現場の南蒲生浄化センターでは手動

による旧放流渠ゲートの開放しかないと判断し、

震災翌日、ただちに実行に移されました。ベテ

ラン技術者の発案でした。これで、汚水を海に

放流できます。公共用水域の水環境を良くする

仕事に就いていながら、海を汚してしまう。緊

急事態とはいえ、その葛藤と悔しさはいかほど

だったでしょう。しかし、結果的に一度も市内

に汚水が溢れることはありませんでした。

「震災時にはBCPを策定中だったこともあり、

発災後に何をすべきかがよく分かっていました。

南蒲生浄化センターの職員が旧放流渠のゲート

を開けたことも、BCPをめぐって議論したこと

が大きかったと思います。共同研究等で第三者

にBCP作成を委託していたら、だめだったかも

しれません。たまたま自分たちで作っていたか

ら良かったんです」

たとえBCPを自前で作っていたとしても、活

用できなければ単なる紙のたばにすぎません。

そこに行動が伴ったのは、もう一つの “たまたま

良かった”ことがあったからです。

「震災の約3ヵ月前の平成22年11月末に、

BCPに基づいた総合訓練を行いました。本番さ

ながらのもので、復旧に必要な管路の図面など

も本庁にそろえられました。その時の資料がそ

のまま残っていたので、素早く復旧作業に取り

掛かることができたのです。BCPの作成は、通

常業務を抱えながらの作業でしたから担当者の

負担は相当のものでしたが、だからこそモチベー

ションも上がっていました」

作成し、活用できるよう訓練し、職員の気持

ちも伴った時、初めてBCPが機能するというこ

とを物語っています。

組合との連携で「乗り切れる！」

震災から2年近くが経ち、ようやく下水道の

復旧は一段落してきました。しかし、まだまだ

道は半ば。復興にはこれまで以上の時間を要し

ます。

「震災直後は道義的責任で業務を遂行します

が、当然ながら疲れてきます。職員も被災して

いるわけですから。長丁場になると気持ちが続

きません。今は2割から３割くらいの職員が精

神的な不安を抱えていると思います」

職員のメンタルヘルスを考慮することはどの

ような組織にとっても重要ですが、同市の下水

道部門ではBCPにもその視点が必要と考えてい

ました。震災が起こったのは、BCPの中で職員

の働き方について検討を始めた直後でした。阪

神・淡路大震災で復旧支援を経験した大阪市職

員労働組合を招いて第1回目の勉強会を行った

東日本大震災から2年
下水道機能を取り戻すために（前編）

Feature  Article

特集

▼ 再建に向けて作業が進む南蒲生浄化センター
（生物反応槽の取り壊し状況。写真提供：仙台市）

仙台市建設局

次長　渋谷 昭三 氏
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そうなのですが、それが「たまたま」震災の2週

間前でした。

「勉強会は、組合から見たBCPがテーマでした。

点検や復旧などで危険な場所に職員を送り出す

こともあるわけですから、職員の保険は大丈夫

かとか、労働安全上はどうかとか、市民とどう

接するように指示すれば良いのかとか。とにか

く組合と連携しないと、復旧や復興はうまくい

かないわけです。そのことが頭にあったので、指

示する際の言葉使いにも気を付けるようにしま

した。私はずっと本庁舎に詰めていたのですが、

発災後4日目に組合の幹部から『責任者が倒れ

たら困るから帰って下さい』と言われたんです。

その時『組合（職員）とうまくやれる』、『震災を

乗り切れる』と思いました」

復興の長い道のりを歩ききるために、職員の

メンタルに気を配ることほど大切なことはない

のかもしれません。

奏効した処理場と管路の一体化

同市の下水道部門は震災の1年前の平成22

年、アセットマネジメントに着手するため大幅

な組織改編を行いました。それまで大きく処理

場部門と管路部門、総務部門に分かれていまし

たが、処理場や管路といった施設関係を主管す

る下水道事業部と、企画や財務等を主管する下

水道経営部に再編成されました。このこともま

た、復旧後の混乱を回避する大きな一手となっ

たのです。

言うまでもなく、下水道の復旧・復興は処理

場と管路が一体的に進められなければなりませ

ん。どちらかだけが進んでも、どちらかが遅れ

ても、機能を取り戻すことはできないのです。

ゼロから整備する時は、処理場部門と管路部門

が分かれていた方が進めやすい面もあるのかも

しれませんが、ひとたび整備が完了した施設は

一体的に管理する必要があります。とりわけ混

乱して情報が錯綜しがちな緊急時には、管理情

報が分散していることが思いがけないブレーキ

になる恐れもあります。

「たまたま震災前に組織改編を行い、それま

で別部門だった処理場部門と管路部門が一体と

なりました。もし以前のように分かれていたら、

震災復旧対応もバラバラで、歩みが遅かったと

思います」

先述したように、BCPは下水道事業部が担当

したものです。実はBCPの作成は、渋谷氏が同

事業部の “発足記念”として真っ先に掲げた目標

でした。それが後にいくつもの「たまたま良かっ

た」をもたらすことになったのです。

将来を見据えた法整備

もちろん “たまたま”うまくいくことばかりでは

ありません。むしろ、うまくいかなかったことの

方が多かったのかもしれません。

BCPでは発災後、職員のすべてが業務に当た

ることを想定していましたが、自身や家族が被

災している場合もあるため、実際にはあり得な

いことが分かりました。

「BCPでいろいろな想定をしていたわけですが、

10ｍを超える津波が来たり、製油所のタンクが

燃えて自家発電用の重油が入手困難になったり

と想定外が多すぎました。かといって想定外を

無くそうとすればするほどマンパワー不足にな

るわけです。ですから処理場等にある重油タン

クは常時満タンにしておくこととか、想定でき

ることは想定に加えたうえで、現在は集まれる

職員を8割と設定してBCPを見直しているとこ

ろです」

想定外と言えば、災害査定もその一つで

しょう。

「災害復旧事業は今回ほどの大災害を想定し

た制度ではありませんでした。被災の程度を調

査し、資料を作るだけでも時間がかかります。

河川や道路については原形復旧が基本と思われ

ますが、下水道の場合は機能復旧の観点から別

の場所に新技術を用いてコンパクトな処理場を

作った方が低コストでできる場合もあります。

国土交通省下水道部においては何度も基準を見

直し、現場がやりやすいように柔軟に対応して

いただいたので助かりました。それでも今後の

東南海地震等を考えると、津波も対象としたう

えで、下水道については河川等とは別のスタン

スで復旧できるよう国庫負担法の改正が必要で

はないかと思います」

そして、残された課題

すべての下水道関係者で向き合わなければ解

決できない課題も、突きつけられています。そ

の一つが人材確保です。

「下水道の整備が進み、業務が細分化された

ため、管路、処理場あるいは計画、建設、維持管

理といった個々の業務について詳しい技術者は

いますが、下水道事業全体を大局的に把握でき

る技術者、全体計画論や基本設計が分かる技術

者が行政でも民間でも減っています。プロパー

職員が半分は欲しいのですが、そうもいきませ

ん。このため、BCPやアセットマネジメントな

どさまざまな取り組みを通じて、技術者の経験

や知識を見える化していくことはとても重要で

す。また、関西や九州をはじめ全国の自治体が

被災自治体に職員を派遣してくれていて大変助

かっていますが、東北の気質と合わないと苦労

されることもあるようです。こうしたことも考

えていかなければならないと思います」

もう一つは知的所有権の問題です。

「管路については震度5弱以上の地震があった

時に事前に割り当てられた地域を自発的に点検

するという協定を業界団体と締結していたので、

震災翌日には被災地域の把握が可能となりまし

た。処理場、ポンプ場については応急復旧の支

援協定を結んでいましたが、技術者が当地に不

在の場合、今回のような大震災時には交通事情

により現地入りが遅くなり、緊急対応が遅れる

ことになります。設備設置メーカー以外の業者

が対応・復旧できれば良いのですが、設備には

各社のノウハウが詰まっているということで、や

りにくい面がありました。どのメーカーや管理

業者でも対応できる仕組みを構築する必要性を

感じております」　

すべてを想定しきることは難しい。思い付い

たことを後回しにせずやったことが「たまたま良

かった」につながったのであれば、それは偶然で

も奇跡でもなく必然だったと言えます。被災し

た現場だからこそ見えた課題を後回しにして、

無駄にすることは避けなければなりなせん。そ

こから次なる必然が生まれてくるはずです。

＊ ＊ ＊

東日本大震災から2年
下水道機能を取り戻すために（前編）

Feature  Article

特集

▲ 再建に向けて作業が進む南蒲生浄化センター
（最終沈殿池の取り壊し状況。写真提供：仙台市）

▲ 再建に向けて作業が進む南蒲生浄化センター
（生物反応槽の取り壊し状況。写真提供：仙台市）



連携によるスケールメリットを追求

人口減少や過疎などによる料金収入の減少、

技術者の高齢化と不足、財政の脆弱化、施設の

耐震化や老朽化対策など、水道事業体が抱える

多くの課題を1事業体だけで乗り越えるには限

界があるため、厚生労働省水道課は複数事業体

による協働、いわゆる「水道広域化」を推奨して

います。しかし、その進捗は必ずしも芳しくあ

りません。その要因として、複数の事業体の意

思を一致させなければならないことや、事業体

ごとの料金設定の違い、そもそも作業量が多い

などの理由が考えられます。そうした中、大牟

田市と荒尾市は、なぜ県境をまたいで広域化を

実現できたのでしょうか。

大牟田市と荒尾市は、かつて三池炭鉱で発展

した町です。平成9年に炭鉱は閉山しましたが、

今も両市内に点在する坑口跡に当時の面影が残

ります。町が炭鉱でにぎわい始めた頃、炭鉱会

社が社員の住む社宅に給水するために炭鉱専用

水道（以下、社水）を整備しました。これが両市
における社水の発端であり、徐々に社宅周辺へ
と給水エリアを広げてきました。

その後、両市水道がスタートし、社水との併

存状態が続いていました。しかし、公平な住民
サービスのためにはいずれ両者は一元化しなけ

ればならず、両市にとって長年の懸案課題となっ

ていました。そうした中で昭和50年以降、水源

のほとんどが地下水であった荒尾市はもともと

浄水場を有していなかったのですが、一方の大

牟田市も浄水場を有していない状態となりまし

た。施設の老朽化も踏まえ、将来的に社水を市

水道に一元化することを条件として、社水の浄

水場に浄水処理を委託することとなり、市水道

の浄水場を廃止したためです。さらに既存水源

である地下水の塩水化などの影響で、新たな水

源を確保しなければならないという共通の課題

も抱えていました。

難しい問題を抱えながらも、水道水は安定的

に供給し続けなければなりません。そのため両

市は連携を図りながら、社水の水利権と水道施

設を譲り受けることを最優先に検討していまし

た。結果的にこの検討は白紙となり、別の水源

を求めつつ新規浄水施設を整備するという判断

が下されました。この際、スケールメリット等

の効果を見込み、共同で新たな浄水施設を整備

するという方向性が打ち出されたのです。水源

としては、複数の選択肢の中から、経済性・安

定性等を考慮し、熊本県の有明工業用水の水利

転用により確保することにしました。

しかし、県境を越えた取り組みには先述した

ような多くの課題があり、協議は困難の連続だっ

たそうです。このような中、厚生労働省から県

境をまたいだ広域化が先駆的な取り組みである

として強い支援を受け、最終的には両市の政策

的判断により、事業統合による最大限のメリッ

トを生み出すために共同化に踏み切り、共同浄

水場の整備が実現しました。

広域化を実現に導いた成功要因として、課題

の共有、国の支援、首長の決断などいくつかの

事柄が考えられますが、もともと社水の給水範

囲が県境を越え、両市にまたがって広がってい

たことはより大きなウェイトを占めるのではな

いでしょうか。また、炭鉱の町として栄えてき

たことから、当然ながら生活圏や経済圏も同一。

「県が異なる」という意識があまりなく、住民理

解が比較的容易に得られたことも特筆すべきで

しょう。

民間事業者と共存・共栄

新規浄水場の整備に当たっては、民間ノウハ

ウの活用に努めています。先述したように、両

市ともに浄水場を所有していなかったため、浄

izu 
anagement M vol.20 1110

実現の鍵は
生活・経済圏の共通性
県境を越え水道事業を広域化
—大牟田市、荒尾市の場合

福岡県大牟田市と熊本県荒尾市が共同で建設を進めてきた新浄水場「ありあけ浄水場」（写
真1）が完成し、平成24年4月から給水を開始しました。経営改善など水道事業が抱える
諸課題の解決策として広域化の必要性が指摘される中、広域化の成功例としてはもちろん、
隣り合うとはいえ県境を挟んだ二つの自治体が共同で浄水場を建設し、運営していくという
国内初の挑戦としても関心が高まっています。

▼写真1　ありあけ浄水場全景



お、運営には第三者委託が採用されています。

「作って終わり」にしない
事業スキーム

同案件では県境を越えた広域化に加え、事業

スキームにおいても注目すべき取り組みがあり

ます。同類の事業においては、プラント設備会

社と維持管理会社が出資してSPCを設立するこ

とが多いのですが、ここでは実施方針において

土木建築工事会社と設計会社の出資も条件とし

たことです。

事業スキームは図に示した通り、プラント設

備会社と土木建築工事会社が JVを組み、両市

と建設工事請負契約を締結。この2社に設計

会社、維持管理会社を加えた全4社が出資して

SPCを設置し、同SPCが両市と維持管理業務委

託契約を締結。さらに、4社とSPCが両市と基

本契約を締結しています。

仮に土木建築工事会社と設計会社が出資して

いなかった場合、浄水場が完成した時点で両者

の業務は終了し、給水開始から15年間続く維

持管理には責任を持たないことになります。も

ちろん維持管理業務の多くはプラント関係では

ありますが、実際には土木建築の維持管理もあ

り、設計者の視点が必要になることもあります。

関係者すべてにSPCへの出資を条件とすること

で、維持管理期間終了まで関係者全員の責任あ

る関与を担保し、それにより「作って終わり」に

するのではなく「うまく使う」意識を民間事業者

に持ってほしいという思いがあったそうです。

早くも期待した意識が根付きつつあるそうで、

それが次なる民間ノウハウの発現につながるこ

とが期待されます。

＊ ＊ ＊

水場の建設や維持管理に関するノウハウは十分

とは言えない状況でした。また、事前に処理方

式を検討した結果、膜処理を採用することになっ

ていたのですが、その技術ノウハウも不足して

いたためです。

民間活用の方法としてPFIとDBOを検討し

た結果、当案件の場合、PFIのコスト削減率が
PSC（公共事業の場合のコスト）に比べ6.2％、

DBOが9.7％と試算されたため、より削減率の

大きいDBOが採用されました。また、より透明性、

競争性、契約によるガバナンスを確保するために、

PFI法に準拠する形で特定事業の選定および特

定事業を実施する事業者の選定が行われました。

当案件ではDBOが採用されましたが、民間活

用の方法がどのような形であったとしても、事

業のパフォーマンスが、いかに民間ノウハウを引

き出し最大化できるかにかかっている点は同じ

です。行政職員が従来型の仕様発注の意識のま

までは、民間の提案にだめだというばかりで民

間ノウハウの最大化は難しくなります。そこで、

これまでのように「発注者」としてではなく民間

事業者と対等な立場に立ち、お互いのメリット

を追求し、共存・共栄していくことを考えるよ

う心掛けたそうです。その結果、民間事業者の

自由度が高まり、以下に述べる創造的な提案に

つながりました。

一般的な浄水処理では、水質を “ならす”ため

の調整池がろ過の前工程に設置されています。

「あって当たり前」的な施設なのですが、それを

無くす提案がありました。調整池の代替として

微粉末活性炭の常時注入等のシステムを導入す

るもので、池を無くすことによる整備コスト削

減効果、および無動力で落差だけで処理できる

ことによる省エネルギー効果が得られるという

ことです。行政だけでは思いつかなかったであ

ろうアイデアは高く評価され、提案した民間事

業者が落札しました。

また、同民間事業者が採用したセラミック製

の膜（写真2）は運営期間15年間は交換が不要

であり、すでに11年間破損することなく運転し

てきた実績があったこと、また、微粉末活性炭

の常時注入により水溶性物質を除去できること、

原水の99.9％を水道水として回収できること、

浄水処理の過程で生じる汚泥の販売先と独自に

提携し、100％有効利用をすることなどの提案

も高く評価されました。

事業期間は、施設整備期間が平成21年6月6

日から平成24年3月31日までで、平成24年4

月からすでに給水が始まっています。運営期間

は平成39年3月31日までの15年間です。な
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大牟田市企業局経営企画課

課長　松葉　忠 氏
大牟田市企業局上水道工務課

主査　山下　格 氏
荒尾市水道局総務企画係

参事　古嶋　洋 氏
荒尾市水道局工務係

係長　開田　和則 氏

セラミック膜は汚濁変動に強く、省力化が可能
です。上水分野ではまだ新しい技術ではあります
が、他の浄水場でも採用していただいており、そ
こで経験を積みつつセラ膜浄水処理に長けた人
材もようやく育ってきました。本案件ではそのこ
とも評価につながったと思います。
土木建築工事会社と一緒にSPCを作るのは初
めてで、正直なところ手探りだったのですが、良
いパートナーに出会えました。運営責任を共有
化できる体制構築ができています。
県境をまたいだ取り組みのため関係者が多く、
調整が大変な面もありましたが、全国的に注目さ
れ、見学者も多く、市民の方からは「水がおいし
い」という声をいただいており、とてもうれしいで

す。この意義ある事業に恥じないよ
う、意欲と熱意を持って運営して
参ります。

「おいしい」の声に意欲
SPC's Voice

有明ウォーターマネジメント株式会社

代表取締役　筧　誠 氏

写真2　セラミックろ過装置

大牟田市・荒尾市

建設工事請負契約 基本契約 維持管理業務委託契約

（SPC）
有明ウォーター
マネジメント㈱

【構成員】

メタウォーター㈱

大日本土木㈱

日本上下水道設計㈱

メタウォーターサービス㈱

プラント設備企業
（機械電気）

工事企業（土木建築）

設計企業

維持管理企業

出資

配当

  建設 JV

図　事業スキーム
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変化を受け入れて
強くなる努力をしよう!!

心に響いたキング・カズの一言

まったく話は変わって、震災10年目の平成

17年のある時の出来事です。奇しくも平成7年

1月に発足した神戸に本拠地を置くプロサッカー

チーム「ヴィッセルKOBE」が、低迷するチームの

方向性を変えようとユニホームのカラーを（チー

ムカラーを白×黒から深紅に）変更しようとし

た時です。一部サポーターが大反発するのですが、

当時在籍していたカズ（三浦知良）さんがチーム

メイトにこんなコメントを残しました。

「変化を受け入れて強くなる努力をしよう」
それは、チームメイトに言ったのではなく、サ

ポーターに言ったのではないかと今でも私は思っ

ています。その言葉があったからかどうかは分

かりませんが、サポーターの大反発も収まり、チー

ムカラーは変わります。「ヴィッセルKOBE」は生

まれ変わることができました。

この「変化を受け入れて強くなる努力をしよ

う」という言葉は私の心に響きました。それは、

二つの震災を経験して、これまでのやり方にこ

だわっていたら問題が解決できない、先が見え

なくてもいろいろな事をこなしていかなければな

らない状況に、勇気をもらえる言葉だったのです。

そして、今後の下水道事業を考える上でもこ

の言葉が勇気をくれます。これからは、人口減

少社会の到来、施設の大量更新、安定した水処

理、災害に強い下水道システムの構築、その他

下水道の課題も山積ですが、何とかしていかな

ければなりません。この先何が起ころうと、ど

のように社会が変化しようと、人類が存在する

限り下水は発生し、下水道は必要なのです。こ

の課題からは逃げられません。しかし、社会の

変化に順応しがんばれば、必ず解決していける

はずです。

自分の行動を見ても、そんなに偉そうには言

えませんが、「変化を受け入れ強くなる努力を

しよう」この言葉が大好きです。体育会系で行

きましょう。さすがキング・カズ !!

＊ ＊ ＊

二つの震災、二つの復旧経験

私は平成5年に神戸市に入庁し、当時の下水

道局工務課に配属されました。当時はバブル経

済が崩壊し、滑り台を滑るように景気が下を向

き始めていた時でもありましたが、まだまだ公

共工事は多く、私は雨水幹線（神戸市は分流式）

の設計をさせていただきました。しかし、下水

道事業の奥の深さも理解できていない勤続2年

目の私に、人生の転機が訪れました。平成7年

1月17日、阪神・淡路大震災の発生です。

災害発生当日は、自宅は一部が壊れましたが

家族はみんな無事だったので、母親の原付バイ

クを借り市役所へ出勤します。出勤途中で見た

神戸の街は、ビルが倒れ、火災が発生し、人々

が呆然と立ちつくす映画の一場面の様な惨状で

した。そして、たどり着いた市役所は、つぶれ

ているではありませんか（写真1）。

それからは、休みも無く下水道の災害復旧に

明け暮れる毎日でした。将来がどうなるのか不

安だらけではありましたが、次から次へとやらな

ければならない事がたくさんあって、まだろくに

仕事の判断もできない私でしたが、業務をこな

すのに一所懸命であったのを覚えています。

日本中、世界中の皆様から支援を頂いたおか

げで、神戸の街は驚異的に回復します。しかし、

震災から10年目の節目が近づいた時、今度は、

母の実家がある小千谷市を大地震が襲います。

平成16年10月23日の新潟県中越大震災です。

当時、現場で下水道工事の監督業務をしてい

た私は、上司の指示を受け震災3日目には新潟

県庁に入り、災害復旧の応援を行うことになり

ます。新潟の血が半分流れる私の使命（大げさ

ですが…）であると思い込み、阪神・淡路大震

災とは異なる下水道の被災状況に戸惑いながら

も、災害復旧のお手伝いをさせていただきまし

た（写真2）。

　樋野 創 氏神戸市建設局下水道河川部
計画課　計画係長

▼写真2　新潟県中越大震災での復旧では被災の違いに困惑

▲写真3　デザイン都市神戸に来て下さい！

▲写真1　つぶれた神戸市役所2 号館6 階
（当時の筆者の勤務場所は5 階）
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下水道事業の
独立採算を目指す
所沢市が21.65％値上げへ
平成22年度、80の公共下水道事業が使用料の値上げに踏み切りました ※1）。このうち
14事業は、20％以上という大幅な改定です。その後も大幅値上げの報道を目にする機
会が増えてきました。下水道使用料の大幅値上げが相次ぐ背景について、平成25年度か
ら21.65％の値上げを行う埼玉県所沢市を取材しました。

扶助費増で 
一般会計繰入に限界

「下水道使用料の値上げを先送りすると、増

大する扶助費への対応が間に合わなくなる」。

今回の料金改定を担当した所沢市下水道部下

水道総務課の北田克課長の言葉から伺えるよ

うに、同市の財政は今後、かなり切迫するこ

とが予想されています。10年前の平成13年

度時点で87億559万円、全歳出に占める構

成比10.1％であった扶助費が、平成23年度

には額で2.6倍の230億7,043万円、構成比

で2.5倍の26.2％にまで膨らみ※2）、今後も

増大が見込まれるからです。

下水道事業のうち、汚水処理施設に関わる

建設費と維持管理費は、使用料で回収・運営

する「独立採算」が原則とされています。し

かし、実際には全1,173事業のわずか80事業、

6.8％しか独立採算が成立していません※1）。

残る9割以上の「赤字」事業では、不足分を

補うために一般会計からの繰り入れが毎年度

行われています。

所沢市もその一つ。平成22年度には13億

567万円が繰り入れられました。同年度の扶

助費の5.7％に相当します。平成25年度から

実施する予定であった第3期市街化調整区域

下水道整備事業を2年度先送りしたり、埼玉

県流域下水道に接続することで所沢浄化セン

ターを廃止したり、人員削減したりして経費

削減の努力は続けてきましたが、それにも限

界はあります。また、今日的課題である合流

式下水道改善・長寿命化対策・総合地震対策

の3事業のように、市民生活への影響が大き

く、先送りにできない対策の予算はきちんと

確保しなければなりません。

現実問題として一般会計頼みの下水道経営

の限界が見えてきた中で、必要とされる事業

を着実に実施していくには、そもそもの下水

道事業の原則である独立採算に立脚して収入

を確保すべきであり、値上げは避けて通れな

い選択だったのです。

まずは経費回収率80％へ

所沢市下水道事業運営審議会は平成24年

5月から、使用料改定の審議を開始しました。

アウトカムは一般会計から下水道事業への繰

入金を軽減することであり、アウトプットと

して改定率を示すことが求められました。そ

の際、何を改定率の根拠とするかについて苦

慮したそうです。

下水道事業には莫大な先行投資が必要であ

り、整備には長期間を要します。その先行投

資（資本費）を、いつから、どれくらい使用料

に織り込んで回収するか、その判断が難しかっ

たようです。前回使用料改定してから19年

もの月日が経過していたということも、住民

に対して説得力ある説明が難しかった一因で

した。そこで下水道部は当初、独立採算の原

則にのっとり、「経費回収率100％」とする案

を同審議会に提案しました。

経費回収率とは、汚水処理費（維持管理

費＋資本費）のうち、使用料で賄えている割

合のことです。所沢市の場合、平成22年度の

汚水処理費約36.4億円に対し、使用料収入

が約23.4億円、経費回収率は64.2％でした

（図1）。これを100％とするには、52.07％

もの大幅な値上げが必要になります。消費増

税や他の公共料金が値上げされる中、同審議

会は住民負担が大きすぎると判断。使用料改

定の根拠として、一般会計からの繰入金を現

在の約半分（5億円）減額とすること、経費

回収率を全国平均87.5％※3）と埼玉県平均

78.4％（合併した鳩ヶ谷市除く）のほぼ中間

値とする考え方をまとめました。

同協議会のメンバーの意見は、大きく二つ

に割れました。事業者は「経費回収率を70％

に上げるだけでも厳しい」との意見が多かっ

たようですが、主婦の中には「ある程度の負担

はやむを得ない」との意見もあったそうです。

これらのことを踏まえ同審議会では、まずは

平成29年度に経費回収率80％となるよう

21.65％の値上げを実施し、以降、最長でも5

年ごとに使用料を見直して段階的に改定して

いくべきと結論しました。

ちなみに埼玉県下にある54下水道事業の

うち、平成22年度の所沢市の経費回収率は

上から47番目でした※1）。これが80％になる

と、上から20番目に改善されます（図2）。

▼【図1】下水道事業費の財源内訳表（所沢市平成22年決算)
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▼【図2】埼玉県下市町等の下水道事業の経費回収率（※1を基に編集室作成）
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公営企業法適用との両輪

当たり前のことですが、下水道経営を健全

化するには支出を減らし、収入を増やすしか

ありません。どちらか一方だけで実現するこ

とはほぼ不可能です。ただし、収入を増やさ

なくても支出を減らすことはできますが、逆

に収入を増やす（使用料を値上げする）には支

出削減が必要絶対条件になります。支出削減

の努力なしに、やみくもな値上げを住民が受

け入れることはないからです。

前述したように、所沢市では値上げに先立っ

て、さまざまな経費削減策に取り組んできま

した。その結果、規模等が同程度の類型事

業※3）と比較しても経営の効率性が極めて高く

（汚水処理原価が低く）なっています。それで

もなお、経営の健全性（経費回収率）は類型

事業平均88.6％、全国平均87.5％、埼玉県

平均78.3％※1）には届きません（図3）。この

データを根拠に経費削減の手を緩めることは

許されませんが、値上げが避けて通れない選択

であったことが伺えます。

使用料改定の根拠として、こうした経営指

標は他の自治体と比較できるデータとして有

効に活用できます。一方、自己分析のデータ

も必須であり、それには財務諸表が活用でき

ます。所沢市では下水道事業に公営企業法を

適用していなかったため、財務諸表がありま

せんでした。そこで、それに代わるデータと

して、経費回収率70～100％における一般会

計繰入金と使用料を5％刻みで試算したそう

です。

使用料改定が実施される平成25年度から、

下水道事業に公営企業法が適用され、企業会

計に移行することとなっています。それと同

時に水道部との組織統合も実施されます。実

は使用料改定、公営企業法適用、組織統合と

いう3大事業が一時期に集中したため、担当

部署は作業量が増えてかなり大変だったよう

ですが、一般会計への負担を軽減するにはど

れも待ったなしとの熱意で乗り切りました。

「公営企業法を適用し、企業会計化したほ

うが、使用料改定について住民に分かりやす

い説明ができると思います。今後は経営計画

を立て、財務諸表の形で財政情報を提供しな

がら、下水道使用料のあり方を常に問い続け、

将来的に経費回収率100％を目指していきた

いと考えています」と北田課長は話しています。
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水道・下水道・農集排を包括委託

石川県かほく市
上下水道課が所管する水道・公共下水道・農業集落排水

の 3 事業の施設維持管理業務を、平成 25 年度から包括的
に民間委託します。対象となる施設は、水道が管路を除く
すべて、公共下水道と農業集落排水は処理場や管渠、マン
ホールポンプなどすべて。期間は平成 30 年 3月 31日まで
の 5 年間。

検針業務委託で市内企業育成

神戸市
財団法人神戸市水道サービス公社への随意契約から民間

委託へ移行し、順次競争性を高めてきた水道メーター検針
業務について、平成 25 年度は中部センターおよび垂水セン
ター管内に競争制を導入します。期間は 4 年間。市内企業
の育成につなげます。

処理場管理の委託で性能発注

大阪府堺市　
石津下水処理場の維持管理を委託するにあたり、性能発

注型により総合評価一般競争入札を行いました。対象業務
は保守点検、運転操作、監視制御、水質管理など。期間は
平成 25 年 4月1日から同 27年 3月31日までの 2 年間。

インフラメンテナンスで緊急提言

国土交通省社会資本整備審議会小委員会
社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部

会社会資本メンテナンス戦略小委員会は、緊急提言『本格
的なメンテナンス時代に向けたインフラ政策の総合的な充
実～キックオフ「メンテナンス政策元年」～』をまとめました。
インフラ健全性診断のための総点検やカルテ整備、長期的
視点に立った維持管理・更新計画の策定等にただちに着手
すべきと指摘しています。

▼【図3】所沢市下水道事業と類型平均、
 全国平均との比較※1）
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（有収率）
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投資の効率性
( 水洗化率 )

【参考】分流式下水道等に要する
経費を控除する前の経費回収率

経営の効率性

※類計平均を 1とした場合の類計平均及び全国平均との比較
※「経営の効率性」については、外側ほど効率性が高い ( 汚水処理原価が低い )

（汚泥処理原価※分流式下水道等
 に要する経費を控除する前 )  

1.4

1.2

0.8
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1 ※類型平均を1とした場合の類計平均及び全国平均との比較
※「経営の効率性」については、外側ほど効率性が高い 
　(汚水処理原価が低い)

注釈
※1）総務省「平成22 年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」
※2）所沢市決算
※3）総務省「平成24 年度版（平成22 年度決算）地方財政白書」
※4）処理区域内人口10 万人以上、有収水量密度7.5 千㎥／ヘクタール以上、供用開始後25 年以上

本号インタビューでの真柄先生の話は、確かにユニクロを彷彿とさせました。水道事業の広域化（パターン化）がコスト削減
につながるとの指摘は、同社の急成長のトリガーとなった少品種大量生産と同じ理屈です。グローバルな拠点と人材が魅力ある
商品を生み出しているように、海外での技術者育成が水道サービスの魅力を高める原動力になるかもしれません。民間事業だから、
異業種だから関係ないと思わず、成功事例を上下水道サービスに当てはめると何かヒントが見えてきそうです。

（編集室・奥田早希子）
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